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【特集】子どもの貧困を問う―日本とEUの経験から

EUにおける「子どもの貧困」問題
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　はじめに

　EU では 5 人に 1 人の子どもが貧困線以下の世帯で暮らしている。それは，他の諸要因とととも
に，ヨーロッパにおける子どもの貧困をめぐる活発な公的議論と公共政策を形作っている。EU は
子どもの貧困に関する政策については世界のリーダーといえる。しかし同時によく知られているよ
うに，そのメンバー諸国には子どもの貧困測定についての長い歴史をもっている国々が存在すると
はいえ，地域全体では子どもの貧困政策は比較的新しい領域である。ヨーロッパにおける子どもの
貧困の現在の状況と，随伴する諸政策によって問題がどのように取り上げられているか，そのディ
スコースはどのようなものであるか，研究はどのようになされているかを知ることによって学ぶ点
が多いと考えられる。
　本論文では EU における子どもの貧困を三つの観点から考察する。第一は EU における子どもの
貧困を，最新の資料を根拠に，その広がり，特徴，さらに時間を通じた傾向とダイナミクスを検討
することである。子どもの貧困については国家間に違いがあるので，その違いをもたらす諸要因な
どもここで強調される。第二に，本論文では子どもの貧困問題への政策的対応を検証し吟味する。
とりわけ EU における近年の政策的展開に焦点をあてて，子どもの貧困に対してとられた社会政策
の相異なるアプローチの正確な位置づけを行う。第三は，こうして多くの政策的注目を集めながら
も，子どもの貧困率はなぜ高い値を維持し続けているのかという問いを提起する。とくに，構造的
基礎をなすジェンダーやその他の不平等が子どもの貧困とどのように絡み合っているかが考察され
る。最後に，簡潔なまとめを行う。
　先に進む前に，まず貧困とその測定の仕方について若干の説明を行う必要がある。この点につい
て標準的な慣例はないのだが，EU は貧困についての知見，データ収集，研究に対して多くのリ
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ソースを投資して注目すべき革新を遂げてきた。貧困を測定する古典的方法は相対所得をベースと
したものであり，世帯の等価所得中央値の 60％以下である。しかし EU ではこの測定とともに，
貧困概念に対してさらに二つの要素を統合している。物資的剥奪と労働強度の低い世帯，いわゆる

「低就業世帯（jobless  households）」である。物資的剥奪は，家賃，光熱費，肉やたんぱく質を摂
取するための恒常的な食費のような基礎的消費支出や，週末に外出する費用を支払うことができな
いことをもとに測定される。人々がそのような品目や活動のうち四つ以上を支払うだけの余裕がな
い場合，彼らは「重度の物質的剥奪状態」とみなされる。さらに統合された二番目の要素は，最新
のものであり，世帯や家族をともにする人々のうち低就業の人々のパターンを考慮することであ
る。「低就業世帯」（あるいは労働強度の低い世帯）とは，世帯のなかの大人が彼らの総時間の
20％以下しか雇用労働についていない世帯である。この貧困測定において中心となる考え方の一つ
は，家族を構成する諸世代間における失職（worklessness）の度合いを考慮することである。こう
して EU では，貧困はこのように三層の指標で測定されるので，通常用いられる子どもの貧困とい
う用語は「貧困のリスクと社会的排除」を意味することになる。注意されるべきは，この測定の仕
方は所得という単一の指標の場合と比べてより高い貧困率を示すことである。なぜなら，その三層
の指標はより多くの人々を含むことになるからである。それゆえ，EU の貧困統計は他の統計より
も「寛大」な傾向がある。それに加えて，貧困は個別の大人あるいは世帯を基礎として測定される
ために，子どもの貧困は属性的状態を表すことなる。つまり親が貧困ならば子どももまた貧困なの
である。フェミニスト研究はこれまで女性（および子ども）の貧困との関連で，この属性的状態と
しての貧困に対して多くの批判を行ってきた。つまり女性が男性と世帯を共有する状態で世帯の全
所得を基礎に貧困を測定するというやり方に対する批判である（Daly 1992）。つまりそれは世帯単
位の貧困測定と世帯内所得分配の問題点を指摘するものであるが，ここではこれ以上，立ち入らな
いことにする（Daly 2017）。

1　EUにおける子どもの貧困とその知見

　広がり
　EU では 2015 年時点で，子どもの 21.1％が所得の貧困のリスクにある（世帯の所得基準）。子ど
もを含む全人口の貧困率は 17.3％である（Eurostat  2017a）。貧困と社会的排除のリスクでみれば，
子どもの貧困の数値は 26.9％に上昇する（人口全体では 23.7％）。この数値は約 2,500 万人の子ど
もたちに相当する。したがって，EU では，子どもは貧困と社会的リスクが最も高い年齢グループ
を構成している。子どもがいることと貧困になることは密接に結びついているのである。
　子どもの貧困は EU を構成する 28 カ国において均等な値を示しているわけではない。子どもの
貧困の数値が最も高いのは，東ヨーロッパとバルト海沿岸の諸国であり，最も低いのはスカンジナ
ビア諸国とドイツ，オランダである。貧困と社会的排除のもとで生活する子どもたちの比率が最も
低いのはスウェーデンであり，その数値が 14％であることは注目される。
　子どもの貧困には強力で明白なパターンが存在する。子どもの貧困と社会的排除に影響を与える
主要な要因は以下のとおりである。
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　 • 世帯タイプ：一人親世帯，あるいは二人親で 3 人以上の子どもがいる世帯では，子どもの貧困
と社会的排除の比率は最も高い。EU では一人親世帯の子どもの約 2 人に 1 人は貧困と社会的排
除のリスクを経験する。それに対して，二人親と 2 人の子ども世帯では約 5 人に 1 人である。

　 • 雇用参加率：「仕事が少ない世帯」で子どもがいる場合，そこで生活する 0 歳から 59 歳までの
人口のおおよそ 80％が貧困のリスクにある。

　 • 母親の就業状況：この要因はシングルマザー家族ではとくに重要である。
　 • 親の教育水準；最終学歴が低い親の子どもの 52％が貧困のリスクにある。それに対して最終

学歴が高い親の子どもは 8.1％である。
　 • 移民：移民とその子どもは平均人口あたりでみて，より高い貧困率か，あるいはそのリスクに

ある。

　推　移
　最近 5 年間の子どもの貧困率は EU 全体ではほとんど変化していないが，その構成メンバーの
12 の諸国では上昇している。上昇幅が最も大きかったのは地中海沿岸諸国のギリシア，イタリア，
スペイン，ポルトガルである。これらの諸国では従来すでに貧困率は高かったのだが，2008 年以
降はさらに経済危機の深刻な影響を受けている。
　経済危機とその後の政策の影響に関する研究は開始されたばかりである。緊縮財政はヨーロッパ
の多くの諸国において福祉給付と社会サービスを削減し，国民のうち最も貧困なグループへの資源
配分を標的にした。ユニセフは先進国における危機の影響について，EU よりも広い調査を行って
いる（UNICEF  2014）。この研究によれば，所得が貧困な世帯で生活する子どもの割合は 2008 年
から 2012 年の間に 41 カ国中 23 カ国で上昇した。クロアチア，ギリシア，アイスランド，アイル
ランド，ラトビアは最も大きな上昇幅を示しており実に 10 ポイント以上であった。EU 以外の諸
国ではメキシコ（5 ポイント増）とアメリカ（2 ポイント増）で子どもの貧困率が上昇した。その
一方，オーストラリア，カナダ，チリ，日本，韓国，トルコでは低下傾向がみられた。
　これらの根拠が示しているのは，ヨーロッパでは（他の諸国と同様に）子どもの貧困は実在の問
題（real problem）となっていることである。それでは政策はどのように対応したのだろうか？

2　政　策

　子どもの貧困はこの 10 年来，EU の社会政策の主要な課題の一つになっている。貧困は，一般
的には社会問題として EU の社会政策において長い歴史をもっており，1970 年代に遡ることがで
きる（Daly  2010）。2000 年代の半ばからは，子どもの貧困に焦点があてられるようになり，専門
的に取り組むべき社会政策の関心テーマの一つとなった。重要なのは，EU では子どもの貧困に対
する取り組みは子どものウェルビーイングと子どもの権利というより広い関心のもとに位置づけら
れていることである。したがって子どもの貧困政策はこの二つの次元，すなわち子どもの貧困を克
服する政策と子どもに諸権利を与える政策にそって枠組みが与えられることになった。
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　EUの子どもの貧困政策
　EU では，子どもの貧困の広がりをくい止め，削減するための戦略の主要な柱を決めている。そ
れらは以下のとおりである（Social Protection Committee 2012：8．）。
　 • 子どもの貧困を政治的アジェンダとして，可視化の度合いを漸次的に増大させること。
　 • 子どもの貧困を規定する諸要因の共通理解を深めるために，挑戦すべきは何かを見極めるととも
に，政府を動かすための土台である知見を増やすこと。さらにベンチマークを設けることによって，メ
ンバー諸国間全体で，総体としての貧困と子どもの貧困の比較を可能にするように，取り組むこと。
　 • 最良に機能する政策と計画に対する共通認識を発展させること（この点では EU は包括的な政
策アプローチによるユニバーサルな補助とターゲットを定めた補助との適正なバランス，および初
期の子ども期における貧困の防止とその計画の推進に強い関心を寄せている）。
　 • 子どもの貧困の指標や分析ルールを発展させ強化すること。これは既存の社会的包摂指標ポー
トフォリオのうち子どもの領域を再強化することを含む（例えば，貧困リスクにある子どもの年齢
区分をより詳細にするとか，物質的剥奪や低就業の指標を洗練させることなどである）。
　 •EU レベルおよびそのメンバー諸国間で中心となるアクター間のネットワークを支援すること。
そのために，様々な地理的レベルにおける交流のための資源と政策発展のための情報を提供するこ
と。
　最近の重要な対策として，2020 年までに貧困と社会的排除の人々を 2,000 万人減らすという EU
の公約（2010 年）があげられる。子どもたちは，この目標値のなかに特定化されていないけれど
も，目標が実現されたならば貧困のなかで生活している（2,600 万人の子どもたちの内）500 万人
の子どもたちの削減が組み込まれていた（Fraser  2016）。しかし貧困削減の進展はあまりにも緩や
かであり，今や 2020 年までにこの目標は達成されえないことは明白である。
　EU において子どもの貧困政策が「社会的投資」という考え方に移行したことは，子ども期およ
び子どもの貧困に関連した政策の発展とその方向性を理解するのに役立つ。この政策的アプローチ
の核心は，子どもたちの人的資本の発展という意味においても，成人労働者のアクティベーション
という意味においても，労働供給を強化するための投資と結びついている（Morel et al. 2012）。社
会的投資アプローチに含まれる政策手段は人的資本のストックを高めるための政策（初期教育とケ
ア，職業教育，教育と生涯学習など）と人的資本のフローに影響を与える政策（女性や一人親の雇
用を支援する政策，積極的労働市場政策，その他のアクティベーション政策，ライフコースをとお
して労働市場へのアクセスを準備する政策など）を含んでいる（Hemerijck 2015）。
　2013 年に欧州委員会（European  Commission）は，「子どもへの投資：不利の循環をくい止める

（Investing in Children: Breaking the Cycle of Disadvantage）」（European Commission 2013a）と
いうタイトルの勧告を採択して，子どもへの社会的投資アプローチの観点を定式化した。それは，
子どもの貧困と社会的排除を防止して子どものウェルビーイングを促進するために，三つの柱から
なるアプローチを統合し提唱するものである。すなわち適切な資源へのアクセス，支払い可能な質
の高い保育サービスへのアクセス，子どもたちが社会に参加する権利である。社会的投資との関連
で述べられているのは，初期の子ども期への介入と保護の重要性である。しかし，EU メンバー諸
国への呼びかけには，以下のとおり，それ以上のものが含まれている。



10 大原社会問題研究所雑誌　№711／2018.1

　 • 両親の労働市場へのアクセスを支援し彼らの労働に対する「支払い」を確実なものにすること。
　 • 入手可能な初期幼児教育と 3 歳未満の子どもへのケアサービスを改善し，学校間分断を解消

し，健康・住居・社会的サービスへのアクセスを高めること。
　 • 子ども手当や家族手当のような適切な所得補償を提供すること。それは所得階層間で再分配的

であるべきだが不活動の罠とスティグマは避けねばならないこと。
　 • 学校外活動や，社会サービス，教育，代替ケアのような子どもに影響を与えるサービスや諸決

定に子どもたちが参加できるように支援すること。
　重要な問いの一つは，はたして EU メンバー諸国は EU のアドバイスとアプローチにしたがって
いるかどうかである（ここでは，EU が法的手段を通じて政策の採用を迫っているというよりも，
むしろ推奨しているに過ぎないことを忘れてはならない）。EU のメンバー諸国がどの程度，社会
的投資アプローチを採用しているかについては，最近の評価によれば，複合的結果が見出される

（Bouget et al. 2015）。それは各国が社会的投資アプローチを採用している程度においても，またこ
のアプローチのどの要素を採用しているのかという点においてもあてはまる。
　EU メンバー諸国における採用の程度という点においては，報告書は，ほとんどの国が社会的投
資アプローチを適切に採用しているわけではないとしている。9 カ国だけが（ほとんどは歴史的に）
安定した社会的投資アプローチを，多くの社会政策に継続して採用している。その諸国とは，スカ
ンジナビア諸国，オーストリア，ベルギー，ドイツ，フランス，オランダなどである。別の 9 カ国
は，明示的にあるいは他よりも優越した政策として社会的投資アプローチを展開する道筋にはある
が，そのアプローチを知るにつれて，そのアプローチのいくつかの要素を，二，三の特殊な政策領
域に適用しはじめている。これらの諸国にはアイルランド，イギリス，地中海諸国の国々が含まれ
ている。しかし，それらの諸国の半数近く，とくにバルト海沿岸や東欧諸国は社会的投資アプロー
チを採用していない。
　初期幼児教育とケアは，EU においてとりわけ重要な政策発展の領域であり，子どもの貧困に取
り組むための主要な政策と考えられている。ブージッド他（Bouget et al. 2015）は保育と子ども期
の初期教育とその発展に注目して，それは EU 諸国において最も強力な領域であるとしている。多
くの国々は今では，初期教育とケアに対するアクセスを子どもの権利としており，3 歳未満の子ど
もたちへの供給が強調されている（その主たる理由は，ヨーロッパではすでに 3 歳以上の子どもた
ちのほとんどが，家庭外で教育とケアサービスに参加しているからである）。
　EU メンバー諸国は，以下のように二つの異なる道筋において，初期幼児教育とケアを子どもの
権利として認める傾向にある。それらの道筋の違いは，各国が子どもに対して着目する程度の違い
による。第一は，より直接的に，子どもに保育の場を保障することである。そのような保障はしば
しばレトリカルなこともあり保育を必要とする年齢によって多様であるのだが，利用可能な最新の
資料にもとづく欧州委員会の報告によれば，現在 EU メンバー諸国のうち 8 カ国で，出生直後ある
いは育児休暇終了後のすべての子どもたちに，初期幼児教育とケアを受ける権利が保障されている

（European Commission ／ EACEA ／ Eurydice 2016）。その国々とはデンマーク，エストニア，フィ
ンランド，ドイツ，ラトビア，ノルウェー，スロベニア，スウェーデンであり，そのほとんどの国で，初
期幼児教育とケアの権利には時間的制限の枠組みがなく，通常はフルタイムの場が与えられている。
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それ以外の国々では，上記 8 カ国よりも遅れて保障を開始している。すなわちベルギー，フランス，
ルクセンブルク，ハンガリー，マルタ，スペイン，イギリスでは，公的補助を受けた初期幼児教育
とケアが 3 歳児あるいはその手前から保障されている。ポーランドもまたこの方向に進みつつある。
　第二の道筋は，初期幼児教育とケアへの参加を義務化するものである。オーストリア，クロアチ
ア，キプロス，ギリシア，オランダ，ポーランドでは，初期幼児教育とケアの最後の 1 年間（就学
前クラス）が義務化されている。義務的アプローチを採用している他の諸国には，ブルガリア，ハ
ンガリー，ラトビア，ルクセンブルクが含まれる。このやり方は，個人的保障と比較して，あまり
子ども中心ではない。しかし，初期教育とケアのどちらも保障しておらず，義務化もしていない諸
国も存在する。すなわちアイルランド，イタリア，リトアニア，ルーマニア，スロバキアである。
　EU 諸国の 3 歳未満の子どもの保育への参加率は，いわゆる 2002 年の「バルセロナ・ターゲッ
ト」の優先条項であったのだが，実際の数値という点では，約 31％止まりである（EU は 2010 年
までに 33％というバルセロナ・ターゲットを掲げていた）（European Commission  2013b）。デン
マークは初期幼児教育とケアへの 3 歳未満の参加率は 74％で際立っている。それに対して，東欧
諸国では，初期幼児教育とケアへの 3 歳未満の参加率はとくに低い（平均して 10％以下）。これら
の諸国のうちには，両親休暇として長期の休暇を与えることによって，自宅での保育を支援し推奨
している国もある。このように各国における相違の水準やその性質が示しているのは，子どもたち
の自宅外保育への参加は子どもに対する親の価値観や選好（さらに家庭外保育を選択する親の能力
やそれに代わる代替的保育）に強く結びついていることである。それはヨーロッパの諸国を通じて
多様であるとともに，その諸国内部においても多様である。家庭外保育，とくに幼い子どもたちの
保育に対しては，高所得層では好まれる傾向があり，低所得層や民族的に少数派の人々によっては
あまり好まれない傾向がある。

　子どもの権利
　EU の子ども政策は，2013 年における子どもへの投資に関する勧告に加えて，子どもの権利を強
調するものである。それは，国連子どもの権利条約（1989 年）で規定されていたのであるが，EU
基本権憲章（2009 年制定）ではさらに，子どもを権利保持者として認めることが強調されている。
憲章の第 24 条によれば，子どもは彼らのウェルビーイングに必要な保護とケアを認められるとと
もに，子どもにかかわるすべての活動において子どものベスト・インタレストが最優先される。そ
こには「参加」の権利が含まれている。それは，国連子どもの権利条約のなかで，子どもに影響を
与える事柄には子どもの「発言」を加えることが強調されていることに対応する。しかし EU は，
例えば，遊び，レクリエーション，スポーツ，文化活動など，きわめて広範な分野における参加と
発言の権利を認めている。
　けれども，このような子どもの「参加」の権利を実行することには，実際には困難がともなう。
子どもたちに「発言」と参加の権利を与えるための実践は，通常は 10 代の子どもたち（少なくと
も 11 歳より上）に向けられており，上限は多くの場合，成年に達するまでである。したがって，

「子ども」という言葉には，曖昧さがあるとともに伸縮性がある。EU の子どもへの投資に関する
勧告について，その遂行がどの程度であるかについての最新の業績評価によれば，遊び，レクリ
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エーション，スポーツ，文化活動への子どもの参加の権利はほとんど進展がみられない（European 
Commission 2017a）。
　最近の進展の一つは，2017 年 4 月に発表された，「ヨーロッパの社会的権利に関する支柱

（European Pillar of Social Rights）」における社会的権利アプローチのための 20 の柱のなかに，子
どもは貧困から保護される権利をもつことと，不利な背景をもつ子どもは平等な権利を高める特別
な手段に対する権利をもつことが含まれていることである（European Commission  2017b）。それは
またすべての子どもが良質の初期教育とケアの権利をもつと定めている。これはとくに，上述の初
期教育とケアに対するアクセスとそれを受ける権利をめぐる議論に照らして注目すべき点であろう。
　要約すれば，EU アプローチの幅の広さは顕著であり，上述の子どもの貧困の尺度にもとづいて，
数多くの政策上の声明が提示されてきたし，研究も積み重ねられている（１）。しかし EU レベルの政
策がどのように深みをもっているかは，EU 構成国の政策に届いているかあるいはその能力がある
かという点においては，議論の余地がある。家族政策や子ども政策の領域では何らの法的指令も存
在しないので，EU 政策は理念的で全体的な政策として設定されており，貧困，子どもの貧困，家
族の領域では何ら強制力をもっていないのである。

3　構造的要因と伝達要因

　子どものレンズをとおして見れば，貧困は，一連の社会経済的関係，諸条件，諸制度の検証を必
要とする。
　第一の重要な要因は社会一般に広がる不平等のレベルと型についてである。例えば，イギリスや
アメリカのような不平等度が高い国々では，低所得の親のもとで生まれた子どもたちの約半数が低
所得の大人になるという（Corak  2006）。それに対して，対極の事例としては，カナダ，フィンラ
ンド，ノルウェー，デンマークの子どもたちは両親の所得が有利であろうと不利であろうと，その
20％以下しか継承しないという。2014 年にイギリス政府によって実施された資料が明らかにした
ように，OECD のいくつかの国々における世代間不平等の連鎖は次頁の図 1 で表されており，多
くの子どもたちが親の貧困を継承している。
　第二の構造的要因は，ジェンダー不平等であり，シングルマザーの家族がおかれた状況は貧困の
リスクと子どもの機会にとって決定的な意味をもつ。事実，ここで重要なのは，①そのような家族
の子どもたちの高い貧困リスクと，② EU では最近の緊縮財政による不況下において，シングルマ
ザーでとくに親が働いている場合，状況が悪化していることである（Eurofound  2016）。最近の数
値では，2015 年の EU 全体でみれば，一人親の約半数が貧困と社会的排除の危機に直面している

（Eurostat  2017b）。その数値は全人口平均の 2 倍であり，他のすべての世帯タイプより高い値であ

（１）　欧州理事会の議長国 3 カ国（ベルギー 2010 年，ハンガリー 2011 年，キプロス 2012 年）は子どもの貧困に関
する研究を委託するために委員会を招集した。「雇用と社会問題評議会」は 2011 年，2012 年に子どもの貧困に関
する勧告を採択した。2007 年と 2011 年にはそれぞれ，「地域委員会」と「欧州経済・社会委員会」が「子どもの
貧困に取り組むための意見」を採択した。欧州議会は，社会的包摂と貧困撲滅を推進する「2008 ／ 2034 イニシア
チブ（2008 ／ 2034（INI））」と，貧困と社会的排除に対する EU プラットフォームに関する「2011 ／ 2052 イニシ
アチブ（2011 ／ 2052（INI））」における，子どもの貧困解決に対する決議を採択した。
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る。この不利はジェンダーの差に起因している。つまりシングルマザー世帯の貧困と社会的排除は
48％であるのに対して，シングルファーザー世帯のそれは 34％である（2014 年データ）（EIGE, 
European Institute for Gender Equality 2016）。ファン・ランカー（Van Lancker 2015）はさらに
詳しい分析を行っている。ランカーは，EU27 カ国（当時）における 2012 年の所得の貧困データ

（世帯の中位所得の 60％基準）を使用して，稼働年齢層のシングルマザー世帯の 34％が貧困リスク
に直面していること，それ以外の子どもがいる世帯では 17％であることを明らかにした。ここには
深刻なギャップがみられる。ルーマニア，ポーランド，デンマーク 3 カ国以外のすべての諸国にお
いて，シングルマザーと他の世帯との間に貧困についてギャップがあった。シングルマザーの貧困
率がとくに高いのは，ギリシア（57％），ルクセンブルク（51％），マルタ（47％），リトアニア（46％），
ドイツ（43％），ラトビア（42％）そしてブルガリア（40％）である。これらの国々は社会政策モ
デルという観点でみれば，多様な形態の混合グループとなっている。一般的にいえば，これらの諸
国はまた，子どものいる一人親と他の家族との間の貧困ギャップが最も大きい。
　EU の公式な説明では，この貧困率の差はシングルマザーの「労働強度の低さ」に帰せられる。
けれどもこの説明は因果関連の分析というよりも記述的である。女性の経済的地位と所得が，寡
婦，離婚，別居，あるいは家族メンバーの増加や減少（出産を含む）にきわめて感応的であるとい
う事実は（Bould et al. 2012），社会の構造的基礎，とくにケア責任の分配の重要性にその手掛かり
を見出すべきである。一人でケアを行うために仕事を辞めたり，離婚後に女性の所得が低下するこ
とは，その影響力は次第に低下しつつあるとはいっても，双方ともに貧困への重大な道筋を形成し

図 1　ＯＥＣＤ諸国における個人所得と親の所得の連鎖の強度
（世代間所得弾性値による）
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出所：HM Government（2014, Fig 5, p.38.）
引用者注：DNK ＝デンマーク，AUS ＝オーストラリア，NOR ＝ノルウェー，FIN ＝
フィンラド，CAN ＝カナダ，SWE ＝スウェーデン，DEU ＝ドイツ，ESP ＝スペイン，
FRA ＝フランス，USA ＝アメリカ，ITA ＝イタリア，GBR ＝イギリス）
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ている。そしてシングルマザーが貧困に陥れば，彼女たちの子どももまた貧困となる。
　構造的不平等は非常に広範囲な影響を及ぼす。初期保育サービスへのアクセスとその利用状況に
ついての最近の分析は，それらが階層化されている可能性を指摘している。例えば，ファン・ラン
カー（Van Lancker 2015）は，EU 諸国について，所得五分位ごとの 0 歳から 2 歳までの子どもた
ちの保育について，低所得家族と高所得家族の利用状況を比較した（2011 年の指標）。その結果，
EU メンバー諸国はすべて，低所得層の保育の利用は高所得層に比べて不利であるとした。イギリ
スは，アイルランド，ルクセンブルク，オランダ，スペインとともに，保育が非常に不平等に分配
されている国の一つである。このような論点は，保育の属性について，つまり保育に対して普遍的
アプローチを採用するのか，より選別的アプローチを採用するのかといった一連の政策論議を引き
起こした（Abrassart and Bonoli 2015）。
　子どもの貧困の持続性に影響を与えるもう一方の諸要因は，福祉国家の政策とそこに埋め込まれ
た子ども，家族，さらには国民一般に対するアプローチの性格である。「政策パッケージ」とそれ
を支える哲学が重要な意味をもつ。つまり，福祉国家の性質とその焦点のあて方は，子ども期と子
どもの貧困に対する政策を行うか否かを含めて，いくつかの政策の道筋を描くことになる。
　そうした要因や状況は，福祉国家のなかに成人や高齢者に対する構造的不均衡が存在する場合に
もあてはまる。この状況は大陸ヨーロッパ（例えば，オーストリアやドイツ）において明白であ
り，社会保障システムは年金，すなわち成人のライフコースをとおした所得水準の維持に向けられ
ている。言い換えれば，年金制度が社会保障システムの主要な部分を占めており，人生の後半の生
活に特別な配慮がみられる。それは他の国々にも存在するのだが，このような状況のもとでは，子
どもを保護することはその多くが（国家の仕事というよりも）家族の仕事とみなされることにな
る。現実には，ドイツは最近 10 年近く初期教育とケア施設を拡大しており，大きな方向転換の過
程にある。
　子どもが優先されるか否かの問いは，経済危機をとおしてとりわけ重要になってきた。とくにカ
ンティヨン他（Cantillon et al. 2017）の研究が示しているのは，経済危機以前の時期においても子
どもを保護する点では進展がなかったことと，危機においては家族に対する所得移転や補助金が一
定のままか，あるいは極端に削減されていることである。子どもや家族は優先的グループとみなさ
れておらず，実際，不況期には高齢者に対する支出が増大した。欧州についての研究が示唆するの
は，高齢者に対する移転は子どものいる家族に対する移転よりも貧困削減効果が大きいことである

（Chzhen  et  al.  2017）。したがってわれわれは，福祉国家に構造的不均衡が存在するのかどうか，
つまりその保護が高齢者中心で，シングルマザーのようなジェンダー的基礎のもとで貧困に陥りや
すいグループに向けられていないのではないかを問うべきである。
　さらなる政策問題は，国家による家族政策に対する支出構成についてである。歴史的には，欧州
の多くの地域では，子どものいる家族への現金による支援は反貧困のための手段として導入されて
いた。この手段は欧州にいまだ存在するとはいえ，いくつかの国々では家族や子どもに対する支出
をむしろ減少させている。今一度述べるが，家族や子どもへの現金支出を行っている国々は，貧困
率も低い傾向がある（北欧 3 カ国のデンマーク，フィンランド，スウェーデン，およびドイツ，オラ
ンダ，スロベニアである（European Commission 2017a）。実際，家族と子どもに対する政策のポー
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トフォリオは大きく変化している。所得支援は社会支出の領域としては相対的に停滞しているのに
対して，雇用にもとづく休暇や初期幼児教育やケアサービスは急速に拡大している。雇用にもとづ
く休暇については，欧州のほとんどの国々には，今や三つのタイプの休暇，出産休暇，育児休暇，
父親休暇が存在している（全体として，この順番で展開した）。またこの雇用関連休暇は（ワーク・
ファミリー・バランスとして）改革に向けた強い趨勢のもとで実行に移された。これらのサービス
と同じく，とくに 3 歳未満の子どもたちに対するサービスの提供とその利用も大きく進展した。
　このような政策の反貧困効果は直ちに明らかになるわけではない。実際，上述のように，高所得
層に有利になる危険性もある。ジェンダー・パースペクティブからは，ミシュラ他（Misra  et  al. 
2012）が明らかにしたように，子ども関連の財政移転は二人親世帯とシングルマザー世帯の両方に
とって貧困リスクを低めるのであるが，後者に対してより大きな効果をもつという。したがって，
財政移転がより寛大になればなるほど，シングルマザーに対するインパクトもより大きくなる。こ
れは子どものいる家族への財政支援の重要性を強調するものである。それは，サービスの充実に重
きをおく社会的投資の考え方においては，今やあまり好まれない政策である。初期幼児教育とケア
もまた，とくに 3 歳未満の子どもをもつシングルマザー世帯にとって貧困から脱出するきわめて重
要な機会を提供する。注意すべきなのは，これらの効果のいくつかは，シングルマザー自身の所得
を上昇させるというよりもむしろ，彼女たちを支払い労働に参加させうるがゆえに，効果をもつと
されていることである（Bäckman and Ferralini 2010）。

4　要約と結論

　本論で展開した分析は，子どもの貧困がヨーロッパにおいて広がりをみせていること，そして政
策的に大きな関心が寄せられていることを示すことである。それでは，なぜ子どもの貧困が依然と
して持続しているのかという問いが生じる。本論では，考えられるいくつかの理由を検討したのだ
が，とくに強調したいのは貧困を構成する構造的諸要因であり，そこには複合的な因果関係が影響
している。すなわち，不利（そして有利）の世代間連鎖，貧困を永続させる構造的諸要因に対する
政策の弱さや失敗である。そこに含まれる構造的諸要因は広範囲に及ぶ。われわれは本論で，社
会・経済的もしくは階級的諸要因とジェンダーにもとづく不平等を強調した。
　そこからどのような政策を引き出すことができるだろうか？  以下，四つの論点を提起すること
にしよう。
　 • 子どもの貧困に効果的に対処するためには，政策は子どもにターゲットを設定する必要がある。
　 • 子ども関連の財政移転と，初期幼児教育およびケアの両方がともに必要である，すなわち

キャッシュ・アプローチとサービス（ケア）・アプローチがともに必要である。
　 • ジェンダー平等とその他の平等の形態は核心的位置づけをもつものとして考慮されるべきであ

り，特別にターゲットが設定される必要がある。
　 • ライフサイクルを通じてすべての子どもを支援する政策を継続すべきであるが，最も脆弱な子

どもたちに特別の注意を向ける必要がある。
　われわれは子どもの貧困克服のための政策が正当な権利を獲得するのは難しいことを認めねばな
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らない。その政策は複雑であり，実際に緊張を孕んでいる。例えば次のような諸決定を含む。すな
わち，子どものいる家族を支援するためにはターゲットを絞ったアプローチがふさわしいのか，そ
れともより普遍的アプローチがふさわしいのかの決定，サービスによる支援と所得による支援をい
かに調和させて焦点をあてるかの決定，短期的アプローチと長期的アプローチをいかに調和させる
かの決定，子どもたち自身のニードは親や家族のニードにどの程度対立するかの決定などである。
　ここで結論の一つとして提起したいのは，政策は子どもに焦点をあてるという姿勢に支えられね
ばならないことである。現状の根底にある鍵となる要因とは，子どもの貧困政策に「子どもを中心
におくこと」についての発展した理解が存在しないという事実である。それは政策変化を引き起こ
すためにも中心的論点となる。このような筆者の批判は社会的投資アプローチに対しても妥当す
る。つまり社会的投資アプローチは主として人的資本への投資と考えられており，（なかんずく）
子どもに対してはきわめて道具主義的アプローチとなっている。すでに社会的投資アプローチに対
しては，それが子どもを，現在そこに存在する主体としてではなく，「大人になる」子どもとして
取り扱っていることが批判されてきた（Lister 2003）。
　子どもを中心におくことは何を意味するのか，そしてどのような概念がこのアプローチの枠組み
を形作るのか？  政策領域のサーベイによって明らかになったのは，政策世界は子どもの貧困に対
して様々に異なる枠組みや諸規定，目的などを提起してきたことである。けれども，これらの諸概
念はすべて，それ自身の系譜をもっており，それゆえその重点のおき方や方向性が異なっている

（それは，国内においても，国家横断的にも，異なる意味合いをもつとともに様々に適用されてい
る）（Tisdall 2015）。
　子どもの保護（child protection）は子どもの脆弱さと虐待からの保護の必要性を前景において課
題を設定する（虐待は，暴力とネグレクトや冷遇を含む）。保護の概念は問題志向型パースペクティ
ブであり，予防的やり方においても反応的やり方においても，子どもをリスクや害悪から保護する
ための政策を形作る。子どもの貧困（child poverty）は，所得支援政策の中心概念であり，財政的
に脆弱な状況のもとで生活する子どもたちに焦点をあてる。家族の貧困と，それを通じた子どもの
貧困を取り扱うことは，歴史的には子どもと家族の所得支援を導入するための動機であった。そし
てこの概念は今日においても，とくに EU レベルでは卓越した概念である。けれども，子どもの貧
困は哲学的概念としてよりもむしろ政策目的，あるいは政策による挑戦課題として発展させられて
きた。それは，生活水準の狭い境界内にとどめられたままの概念でもあり，いろいろな点で，むし
ろミニマリスト的概念である（Axford  2009：374）。子どもの福祉（child welfare）は，関係概念
であり，子どもの保護や子どもの貧困概念よりも広く，哲学的に発展した概念である。それは子ど
もとそのニーズの充足に対して，普遍主義的で全体的方向性の響きをもっている（リスクや害悪か
らの保護を超えてより広く把握される）のだが，それもまた子どもの基本的ニーズを満たすという
理念を中心におくがゆえに狭いし，功利主義的な基礎を有しているともいえる。それに対して，子
どものウェルビーイング（child well-being）は他の三つの概念よりも広い概念であり，存在論的繁
栄のもとで個人はいかにして彼らの望むやり方で活動することができるのかを描き出す概念である

（Taylor 2011；Amerijckx and Humblet 2014）。また主体的領域と客体的領域を包括する子どもの
ウェルビーイングは，例えば，UNICEF のイノチェンティ・レポートカードの概念的基礎となっ
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ている。そして生活領域をとおして子どもたちにとっての積極的な成果を把握するための概念を獲
得する重要性を強調している（人間関係，健康に関連する行動や生活の満足度など）（UNICEF 
2016）。
　筆者がここで提起したいのは，これらの異なった諸概念は以下の二つのことを考えるための有効
な出発点を提供するのではないかということである。①政策を支えるビジョンとその最終的目標に
ついて，②必要でかつ望ましい政策手段のタイプについてである。
　結論として述べておきたいのは，子どもに焦点があてられるようになったのは，EU においての
みならず，比較的最近のことである（国連子どもの権利条約から 30 年たっていない）。今後，より
多くの仕事がなされなければならないし，さらに子どもを中心においた有意義なアプローチに向け
た希望に満ちた政治的意思が必要とされている。
  （Mary Daly, University of Oxford）　
  （はら・のぶこ　法政大学大原社会問題研究所副所長・法政大学経済学部教授）　
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